
 京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３０年８月３１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第  号 

  京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市都市公園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第２温水シャワー設備の項中 

「 

 

 

                               」 

附 則 

この規則は，平成３０年９月１日から施行する。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 

吉 祥 院 公 園  
１ 日 4,620 

１ 時 間 1,540 
を削る。 

２０


